
 平成２５年 

 第２回市議会定例会 議案第１７号 

   和解について 

 平成２４年３月１２日議決により売却した土地における埋設物の存在 

により，当該土地の利用価値が低下し，および売却の相手方に費用負担 

が生じた件について，次のとおり和解する。 

  平成２５年６月１２日提出 

 

                  函館市長 工 藤 壽 樹   

 

１ 和解の内容 

 (1) 市は，函館水産物株式会社に対し，売却した土地の売買代金のう 

  ち当該土地の利用価値の低下分に相当する金額について，売買土地 

  の利用価値低下相当額の支払に関する仮契約書に定める13,607,546 

  円を平成２５年７月末日までに支払う。 

 (2) 市は，函館水産物株式会社に対し，埋設物の存在により費用負担 

  が生じたことを認め，２３，４２０，２５０円を平成２５年７月末 

  日までに支払う。 

 (3) 市と函館水産物株式会社とは，本件に関し，本和解仮契約書に定 

  めるほか，何らの債権債務のないことを相互に確認する。 

 

２ 和解の相手方 

  函館市豊川町２５番１号 

  函館水産物株式会社 

   代表取締役社長 松 山 康史郎 

 

３ 事件の概要 

  市は，函館水産物株式会社に函館港港町ふ頭港湾関連用地を分譲す 

 るため，平成２４年３月に同社と売買契約を締結したが，売却した土 

 地において，同社が冷凍倉庫を建設するために地質調査を行ったとこ 



 ろ，当該用地を造成する際に使用した仮護岸が埋設されており，建設 

 の支障となることが判明した。 

  このことによって，同社は，当初予定していた倉庫の建設計画を変 

 更せざるを得ない状況となったものである。 

  その後，市は不動産鑑定士に調査を依頼し，土地の利用価値低下相 

 当額を算定するとともに，同社の設計図書等を確認し，埋設物の存在 

 による費用負担が同社に生じたことを確認した。 

 

 

 

 

 

 （根拠規定） 

 地方自治法第９６条第１項第１２号および第１３号 


